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提出書類がそろっているか、書類の記載に不備や不足がないかを審査当局がスムーズに確認でき
ることが、申請から受理、そして、許可を得るまでの時間を短縮する「鍵」です。
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１．提出書類について

審査に時間がかかる要因（これらは手戻りがとても多く発生しています。）

✓ JETファイルの必要事項が埋まってない

✓ 提出書類が何を示す書類かわからない

✓ 提出された書類で必要な情報がそろわない

次のことにご協力ください。

✓ 必要な箇所にアンダーラインやマーカーを引く →p.2

✓ 提出書類のファイル名、書類自体の右上に書類名や資料番号を付す →p.3

✓ JETファイルの項目を埋める →p.5

次頁以降に具体的なイメージを示します。
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２．提出書類の具体的なイメージ

・書類の右上に書類名や番号を付してください。

・書類には、JETファイルに記載の事項（需要者名や住所、契約書番号等）が確認できる箇
所にマーカーを引いてください。（契約書については次頁で説明します。）
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３．提出書類（契約書）のチェックポイント

役務取引許可申請においては、契約書等で以下の事項を確認しています。

あらかじめマーカーを引き、見出し（守秘義務、技術内容、契約期間等）を追記いただくと、
審査がスムーズになりますので、ご協力お願いします。

契約書等のチェックポイント

✓ 契約者名

✓ 秘密情報の定義、範囲

✓ 提供する技術の内容

✓ 原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定

✓ 守秘義務（目的外利用禁止、第三者への非開示、契約終了後の技術の破棄など）

✓ 契約の始期と終期

✓ 契約金額
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4．JETファイルの記載内容について
手戻りが発生するよくある例を記載します。申請の際にご注意ください。

✓ 申請理由が簡易的な記載で内容がわからない場合

申請理由欄には、技術提供を行うことになった経緯、提供技術の用途、最終使用目的、提供技術により製造される貨物
の概要、その用途（最終使用目的、当該技術を使用して生成又は精製する物質が存在する場合にはその化学品も記入）等
を記載してください。記入欄に収まらない場合は、別紙を添付いただいても結構です。なお、アメンド申請の場合は、当
初の申請理由を残すために修正はせず、訂正理由や有効期限延長理由の欄に訂正の内容、理由を具体的に記載ください。

✓ 有効期限等の記載が統一されてない場合（３カ所あります！）

・取引内容２ 役務取引許可後の提供期間時期 は「役務取引許可取得後から○年▲月△日まで」

※この欄の上の契約期間開始年月日、契約期間終了年月日は「空欄」にしてください。

・取引明細 技術の提供時期 は「役務取引許可取得後から○年▲月△日まで」（※空欄でも可）

・取引内容３ 希望有効期限 は、「○年▲月△日」 と記載してください。

✓ その他

・取引明細にある技術明細内容、提供方法、提供数量等の記載内容は、提出資料の提供技術説明書の内容と齟齬がないよ
うにお願いします。

・取引内容３ 取引の相手方が技術情報を受領する場所は、提供地（国名）に加えて、日本の可能性がある場合（例：日本
への出張、受入研修等）は、日本も記載ください。提供地情報の欄と相違がないようにしてください。日本は最後に記載
してください。

・備考欄は、許可証に反映されますので、審査官の指示がない限り、空欄でお願いします。
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